
  

 
児童憲章 

 
児童は、人として尊ばれる 

 
児童は、社会の一員として重んぜられる 

 
児童は、よい環境の中で育てられる 

 

 

福岡市立保育所の保育理念 
 

人権を大切にする心を育てる 

 

～すべての子ども達の基本的人権を尊重し、生きる 

喜びや豊かな人間性を育みながら人権意識や人 

権感覚を育てる～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

福岡市立保育所の保育の基本方針 
 

１ すべての子どもの発達保障 

  ２ 子どもの人権感覚の育成 

  ３ 保護者に対する支援 

  ４ 人権保育の推進・充実 

 

 
 

 

福岡市立保育所の総目標 
 

健やかで明るく円満な社会人となる基礎を養う 

 

～基本的な生活習慣や人と関わる力、豊かな 

 感性、生涯にわたる生きる力の基礎を育む～ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
南庄保育所の保育目標 

 

○清潔で安全な環境の中で情緒の安定を図り、基本的な生活

習慣や態度を養う。 

 

○様々な体験の中で心身の成長・発達を促し、自発性を育

て、豊かな感性と創造性の芽生えを培う。 

 

○人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感を育て、人

権を大切にする心を育てる。 

  

○一人一人を大切にし、家庭・地域・保育所が連携を密にし

て子育て支援の充実を図る。 

 

南庄保育所のめざす子ども像 
 

○心身ともに健康で、自ら生き生きとあそぶ子ども 

 

○自分で考えて行動し、何事にも意欲的に取り組む子ども 

  

○人の話を聞き、自分の思いや感じたことを表現できる子ども 

 

○人や物、自然を大切にし、思いやりの心を持った子ども  

 

 

南庄保育所では・・・ 

 
【身近な自然】 

園庭の野草花壇や室見川をはじめとした近くの公園など

に散歩へ出かけ自然の中での体験を大切にしています。  

 

【たんぽぽグループ】 

３・４・５歳児の異年齢児の活動を通して子どもの遊び

や育ちを豊かにしていくことを大切にしています。 

     

【共育ち】 

保護者、地域と連携しながら、子育てを支援していきま

す。ともだちと共に育つ…互いを大切にする関係づくり

を大切にしています。 

 

 

 

南庄保育所の概要 
 

１．名称     福岡市立南庄保育所 

２．所在地    〒812-0032 

福岡市早良区小田部 1丁目 30-5 

          TEL（092）843-3465 

          FAX（092）707-5225 

３．設置者    福岡市長 

４．事業の目的  児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の 

                  保育事業を行うこと 

５．施設長    小川 祐子 

６．開設年月日  昭和 50年 4月 2日 開所 定員 100名 

         平成 3年 3月 30日 0歳児室増築 

                  （定員変更なし） 

７．敷地面積   9991.14㎡ 

８．建物     鉄筋コンクリート２階建て 

         床総面積 524.49㎡ 

９．児童定数 

区分 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 計 

クラス ばら うめ もも さくら ゆり きく  

定員 6 12 18 20 22 22 100 

 

10. 職員数 

所長 主任 保育士 調理業務員 計 その他非常勤職員 

・保育士 ・調理業務員 

・事務  ・看護師 1 1 11 3 16 

 

 

 保育時間等について 
【開所時間】 

  標準時間認定 月曜日～土曜日 7:00～18:00 

  短時間認定  月曜日～土曜日 9:00～17:00 

 

【保育料】 

  保育料は、市町村民税額で決まります。 

 

【延長保育】（別途申し込みが必要） 

  1時間延長   月曜日～土曜日 18:00～19:00  

  ※月極 3,000円、スポット（単発利用）1回 600円 

 

【特別保育（さぽーと保育）】 

  障がいや発達の遅れのあるお子さま、医療的ケアを必要

とするお子さま等、特別な支援が必要なお子さまが他の

お子さまとの生活を通して、共に成長できるように支援

いたします。 

 

 



  

子育て支援について 
【園庭開放】 

「手をつなごう会」         毎週月曜日    10:00～11:00 

「い～なふくおか子ども週間」毎月第１土曜日 10:00～12:00 

 

【育児相談】 

  随時受け付けています。お気軽にお電話ください。 

1 日のスケジュール（デイリープログラム） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間行事 
（★は、保護者参加の行事） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 南庄保育所
みなみしょうほいくしょ

 
 

            （重要事項説明書） 
  

 

 

          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       〒814-0032 

 福岡市早良区小田部 1 丁目３０－５ 

 

         TEL   ８４３―３４６５ 

         FAX   ７０７－５２２５ 

 
 

 

 

 

 

０・１・２・歳児  ３・４・５歳児 

開  所 

順次登所 

視診・触診 

自由なあそび(合同保育) 

 

おやつ 

クラス別保育 

 

昼  食 

午  睡 

 

おやつ 

 

自由なあそび   

 

順次お迎え 

 

7：00 

 

 

 

 

9：00 

 

 

11：00 

12：00 

 13：00 

15：00 

 

16：00 

 

17：00 

18：00 

開  所 

順次登所 

視診・触診 

自由なあそび(合同保育) 

 

 

クラス別保育 

 

 

昼  食 

午  睡 

おやつ 

 

自由なあそび 

 

順次お迎え 

延長保育（1 歳児保育室） 

おやつ・あそび（合同保育） 

閉  所 

 

 

19：00 

延長保育（1 歳児保育室） 

おやつ・あそび（合同保育） 

閉  所 

 

4 
はじまりの会  

★保護者のつどい  
10 

芋ほり遠足 

★祖父母交流会 

5 

 

★家庭訪問（個人面談） 

検尿（4.5 歳） 

★親子歓迎遠足 

★懇談会（0.1.2 歳） 

★ひざだっこの会 

11 子育てイベント（未就園児） 

6 

★保育参観・懇談会(3.4.5 歳) 

★懇談会(0.1.2 歳)  

平和のつどい 

歯科健診   

★ひざだっこの会 

★保護者職員合同研修会 

12 

 

★生活発表会  

観劇会  

クリスマス会 

社会見学（5 歳） 

★ひざだっこの会（保護者会主催） 

7 

七夕   

プールあそび              

卒園児との交流会  

★夏まつり（親子） 

1 
交通安全教室 

おみせやさんごっこ 

8 

 

平和のつどい 

プールあそび 

★ひざだっこの会 

 

2 

節分（豆まき） 

★クラス懇談会（0～5 歳） 

★ひざだっこの会 

卒園・修了記念写真撮影 

お別れ散歩（3.4.5 歳） 

9 
定期健康診断  

★運動会  
3 

ひなまつり  

定期健康診断  

お別れ会  

★卒園式(5 歳)  

修了式  

毎

月 

誕生会 消火・避難訓練 発育測定 布団乾燥 視力検査（4 歳） 

園庭開放（未就園児対象） 

給食について 
【０・１・２歳児】   

  完全給食です。午前と午後におやつがあります。 

【３・４・５歳児】 

主食（ごはん又はパン）は家庭から持ってきます。 

  副食と午後のおやつがあります。 

  ※医師の診断書に基づき、アレルギー除去食対応可。 

 

        保護者負担について 
【実費徴収】 

 ・カラー帽子代（全児入所時 900円）、絵本代（２歳児以上

毎月 500円程度）、ふとん乾燥代（全児毎月 330円）かか

ります。 

・年齢等により、体操服や園服、園外保育交通費等をご負担

いただく場合があります。他、保護者会費の徴収もありま

す。 


